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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線治療装置と共に使用する３Ｄカメラシステムを較正するキャリブレーション方法
であって、当該方法は：
　前記放射線治療装置のアイソセンタに対する推定位置にキャリブレーションファントム
のファントムの中心を位置付けするステップと；
　前記放射線治療装置を用いて前記キャリブレーションファントムを照射し、且つ前記キ
ャリブレーションファントムの照射画像を解析することによって、前記キャリブレーショ
ンファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステッ
プと；
　前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置に対応するオフセットを前記キャリブレーションファントムに適用する
ステップと；
　前記オフセットが適用された再配置されたキャリブレーションファントムの画像を取得
するために、３Ｄカメラシステムを利用するステップと；
　前記取得した画像を処理して、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する前記３Ｄカ
メラシステムの座標系を設定するステップと；を含む
　キャリブレーション方法。
【請求項２】
　前記３Ｄカメラシステムを利用して、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する推定
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位置に位置付けされた前記キャリブレーションファントムの画像を取得するステップと；
　前記放射線治療装置のアイソセンタに対する推定位置に位置付けされた前記キャリブレ
ーションファントムの前記取得した画像を処理して、前記放射線治療装置のアイソセンタ
に対する推定位置に位置付けされた前記キャリブレーションファントムの表面の３Ｄコン
ピュータモデルを生成するステップと；
　前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置に対応するオフセットを、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する
推定位置に位置付けされた前記キャリブレーションファントムの表面の生成された３Ｄモ
デルに適用するステップと；
　再位置付けされた前記表面の生成された３Ｄコンピュータモデルを、前記放射線治療装
置のアイソセンタに位置付けされた前記キャリブレーションファントムの表面の３Ｄコン
ピュータモデルと比較するステップと；
によって、前記放射線治療装置のアイソセンタに位置付けされた前記キャリブレーション
ファントムの表面の３Ｄコンピュータモデルを生成するステップをさらに含む、
　請求項１に記載のキャリブレーション方法。
【請求項３】
　放射線治療装置のアイソセンタに対する推定位置にキャリブレーションファントムのフ
ァントムの中心を位置付けするステップは、前記キャリブレーションファントムを機械式
カウチの上に配置するステップを含み、
　前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置に対応するオフセットを前記キャリブレーションファントムに適用する
ステップは、前記機械式カウチに命令を送って、前記オフセットに対応する態様で再配置
するステップを含む、
　請求項１又は２に記載のキャリブレーション方法。
【請求項４】
　前記キャリブレーションファントムを機械式カウチの上に配置するステップは：
　前記機械式カウチの上に調節可能なテーブルを配置するステップと；
　前記キャリブレーションファントムを前記調節可能なテーブルの上に固定するステップ
と；
　前記調節可能なテーブルを平準化するステップと；を含む、
　請求項３に記載のキャリブレーション方法。
【請求項５】
　前記調節可能なテーブルは、水準器を含み、前記調節可能なテーブルを平準化するステ
ップは、前記調節可能なテーブルが平準化されることを前記水準器が示すまで、前記調節
可能なテーブルを調整するステップを含む、
　請求項４に記載のキャリブレーション方法。
【請求項６】
　前記キャリブレーションファントムは、１つ又は複数のキャリブレーションターゲット
を含むキャリブレーションファントムを有しており、前記キャリブレーションファントム
の照射画像を解析するステップは、複数の異なる位置にある放射線治療装置で照射された
、前記照射されたキャリブレーションファントムの画像における１つ又は複数のターゲッ
トの位置を比較することにより、前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線
治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステップを含む、
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のキャリブレーション方法。
【請求項７】
　前記放射線治療装置を使用して、前記オフセットが適用された再配置されたキャリブレ
ーションファントムを照射するステップ、及び前記再配置されたキャリブレーションファ
ントムの照射画像を解析することによって、再配置されたキャリブレーションファントム
の中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステップと；
　前記再配置されたキャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソ
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センタとの決定された相対位置に対応するオフセットを、前記再配置されたキャリブレー
ションファントムに適用するステップと；
　前記取得した画像を処理して、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する前記３Ｄカ
メラシステムの座標系を設定するステップは、前記オフセットが適用された前記再配置さ
れたキャリブレーションファントムの画像を取得するために、３Ｄカメラシステムを利用
するステップを含み；
　前記取得した画像を処理して、前記３Ｄカメラシステムの座標系を設定するステップと
；をさらに含む、
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のキャリブレーション方法。
【請求項８】
　前記キャリブレーションファントムは、複数のターゲットを含み、当該方法は：
　前記調節可能なテーブルに固定された複数のターゲットを含む前記キャリブレーション
ファントムを単一のターゲットを含む第２のキャリブレーションファントムと交換するス
テップと；
　前記放射線治療装置を使用して、前記調節可能なテーブルに固定された第２のキャリブ
レーションファントムを照射するステップ、及び第２のキャリブレーションファントムの
照射画像を解析することによって、第２のキャリブレーションファントムの中心と前記放
射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステップと；
　前記機械式カウチに命令を送って、第２のキャリブレーションファントムの中心と前記
放射線治療装置のアイソセンタとの決定された相対位置に対応するオフセットを、第２の
キャリブレーションファントムに適用することを行わせるステップと；
　前記取得した画像を処理して、前記放射線治療装置のアイソセンタに対する前記３Ｄカ
メラシステムの座標系を設定するステップは、前記オフセットが適用された第２の再配置
されたキャリブレーションファントムの画像を取得するために、３Ｄカメラシステムを利
用するステップを含み；
　前記取得した画像を処理して、前記３Ｄカメラシステムの座標系を設定するステップと
；をさらに含む、
　請求項４又は５に記載のキャリブレーション方法。
【請求項９】
　放射線治療装置と共に使用する３Ｄカメラシステムを較正するキャリブレーション方法
であって、当該方法は：
　前記放射線治療装置のアイソセンタに対する推定位置にキャリブレーションファントム
のファントムの中心を位置付けするステップと；
　３Ｄカメラシステムを利用して前記ファントムの画像を取得するステップ、及び該画像
を処理して、前記ファントムの表面の３Ｄコンピュータモデルを生成するステップと；
　前記放射線治療装置を用いて、前記キャリブレーションファントムを照射するステップ
、及び前記キャリブレーションファントムの照射画像を解析することによって、前記キャ
リブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決
定するステップと；
　前記キャリブレーションファントムの中心と前記放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置及びモデル化されたファントムの中心の決定された位置に基づいて、前
記３Ｄカメラシステムの座標系を設定するステップと；を含む、
　キャリブレーション方法。
【請求項１０】
　前記３Ｄカメラシステムの座標系を設定するステップは、前記３Ｄコンピュータモデル
の座標系の現在の原点に対するモデル化されたファントムの中心の位置を決定するステッ
プ、及び前記３Ｄコンピュータモデルの座標系の現在の原点をモデル化されたファントム
の中心の決定された位置と一致させるために必要な変換と、前記キャリブレーションファ
ントムの中心の位置を前記放射線治療装置のアイソセンタと一致させるために必要な変換
との和によって、前記３Ｄコンピュータモデルの座標系を調整するステップ、を含む、
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　請求項９に記載のキャリブレーション方法。
【請求項１１】
　前記キャリブレーションファントムの中心と一致するキャリブレーションモデルの中心
と一緒にキャリブレーションファントムの表面の３Ｄコンピュータモデルを保存するステ
ップと；
　３Ｄカメラによって取得された画像に基づいて生成されたファントムのモデル化された
表面を保存されたモデルと比較することに基づいて、前記３Ｄコンピュータモデルの座標
系の現在の原点を、前記モデル化されたファントムの中心の決定された位置に一致させる
ために必要な変換を決定するステップと；をさらに含む、
　請求項１０に記載のキャリブレーション方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ステレオカメラシステムのキャリブレーション方法に関する。具体的には、
本発明の実施形態は、放射線治療装置と共に使用するステレオカメラシステムのキャリブ
レーション方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放射線療法は、患者の体内に存在する腫瘍を破壊又は除去するように、放射線ビームを
患者の身体の所定の領域に発射するステップから構成される。このような治療は、通常、
定期的に繰り返し実施される。それぞれの医学的介入において、放射源は、放射線ビーム
によって損傷を受けるであろう隣接組織への照射を回避するべく可能な限り高い精度で選
択した領域を照射するために、患者に対して位置付けしなければならない。
【０００３】
　放射線療法に関する基本的な問題は、診断画像を取得するときに及びその後の診断のそ
れぞれで放射線を患者の身体に適用するときに、患者を同じ位置に位置付けする必要があ
ることである。そのために、患者を監視及び位置付けするための画像処理システムである
ビジョンＲＴが開発され、これは、米国特許第７，３４８，９７４号、米国特許第７，８
８９，９０６号、米国特許第８，１３５，２０１号、及び係属中の米国特許出願公開第２
００９／０３７９１０８号明細書、第２００９／１８７１１２号明細書に記載されている
。
【０００４】
　使用中に、ビジョンＲＴシステムでは、機械式カウチ（診察用椅子）上の患者の画像が
、ステレオカメラのセットによって取得され、次にこの画像を処理して監視対象の患者の
表面の３Ｄワイヤーメッシュモデルが生成される。この３Ｄワイヤーメッシュモデルは、
治療計画の際に形成された基準面と比較される。このモデルと基準面との相対的な位置付
けを比較し且つ使用して、機械式カウチに命令を与えて、これら表面同士が一致するよう
に、カウチを垂直方向、横方向及び回転方向に位置付けし、こうして治療装置のアイソセ
ンタに対する同じ位置に患者を確実に配置する。続いて、治療中に、患者の位置を継続的
に監視し、何らかの理由で患者を移動させる又は再配置させる必要があれば、これを検出
することができ、必要に応じて適切な動作を取ることができる。
【０００５】
　患者の位置付け、ターゲットの位置確認、照射量送達中のエラー等の不確かないくつか
の原因が放射線治療システムに存在している。主にシステム内の複数の幾何学的な誤差の
存在によって、最適な位置合わせを実現することは事実上不可能となる。放射線治療にお
ける重要な幾何学的な誤差の１つには、放射線フィールドの中心の局在化した不確実性が
あり、この不確実性は、線量測定の精度に直接的に影響を与え且つ腫瘍ターゲット決めに
不正確性が生じ、病変部に対する不適当な照射量の送達につながり及び／又は隣接する健
康な組織に重大な損傷を与え得る。従って、治療の高いレベルでの幾何学的な精度を保証
するために、広範且つ効率的な品質保証プログラムによって、このようなエラーの確率を
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低減するための方法を開発する必要がある。
【０００６】
　もともと、放射線治療におけるアイソセンタを検証するための主な方法は、治療装置の
ガントリヘッドに取り付けられた機械的ポインターの先端と、治療台に取り付けられた固
定点との間の距離を測定することであった。このような方法は、手動で行われ、労力を要
し、時間がかかっていた。この方法の精度は、人間の観察者に依存し、また使用されるポ
インターの先端の大きさによって制限されていた。
【０００７】
　改善された技術が、１９８８年にハーバード大学医学部のLutz,　Winston,　Malekiに
よって導入され、この技術は、Lutz　W,　Winston　KR,　Maleki　Nの”A　system　for
　stereotactic　radiosurgery　with　a　linear　accelerator”という標題で、Int　J
　Radiat　Oncol　Biol　Phys.　1988;　14(2):　373-81に記載されている。Winston-Lut
zのシステムでは、鋼、チタン又はタングステンから形成された小さな金属ボールを含む
キャリブレーションファントムが、ロック機構によって治療台に固定される。ファントム
の位置は、マイクロメータ用ツールによって３方向に調整可能である。放射線治療に使用
されるコリメータが、ガントリヘッドに取り付けられ、そのボールは、ファントムのマー
クを治療室のレーザと整列させることにより、アイソセンタに可能な限り近接して配置さ
れる。コリメートされたビームを使用して、ボールの後ろのスタンドでビーム方向に対し
て垂直方向に取り付けられた放射線試験フィルムを露光する。球の影の中心と照射フィー
ルドの中心との相違によって、真のアイソセンタと、治療室のレーザによって示されるよ
うなアイソセンタとの相違が識別される。オフセットが、透過型テンプレートガイダンス
スケールを使用して又はフィルムをスキャンしソフトウェア分析を用いて、各フィルム上
で読み取られる。
【０００８】
　Winston　Lutz画像を解析するための数学的方法が開発され、この方法は、low　DA、Li
　Z、Drzymala　REの”Minimization　of　target　positioning　error　in　accelerat
or-based　radiosurgery”という標題で、Med　Phys.　1995;　22(4):　443-48に記載さ
れている。この方法は、ファントムスタンドについて適切なオフセットを見つけるために
、８つのガントリ角度及びカウチ設定のフィルムによって測定したアイソセンタ位置誤差
を使用して、治療装置のアイソセンタとターゲットとの間の距離を最小化する。同様の目
的は、Grimmらによって続いて開発され、Grimmらは、特定のカウチ及びガントリ角度で二
次元のフィルム画像を撮影し、それら撮影した画像をデジタルカメラで撮影したレーザの
画像と組み合わせることによって、Winston-Lutzファントムボールの位置(locus)を三次
元で再構築するためのアルゴリズムを開発した。この手法は、Grimm　J、Grimm　SL、Das
　IJらの”A　quality　assurance　method　with　sub-millimetre　accuracy　for　st
ereotactic　linear　accelerator”という標題で、J　Appl　Clin　Med　Phys.　2011;
　12(1):　182-98に記載されている。
【０００９】
　ファントム画像の自動処理の更なる例は、E　Schriebmann,　E　Elder,　T　Foxの”Au
tomated　Quality　Assurance　for　Image-Guided　Radiation　Therapy”という標題で
、J　Appl　Clin　Med　Phys.　2009;　10(1):　71-79に記載されており、この文献は、
超高圧（MV）治療ビームが、統合(integrated)キロボルト（kV）又は体積コーンビームＣ
Ｔと一致することを確実にするための品質保証方法の自動化について説明している。この
文献では、キャリブレーション・キューブが、レーザマーキングを使用して治療室のアイ
ソセンタの推定位置に配置されるものとして説明している。次に、キューブの照射画像が
取得され且つ処理され、位置付けされるキューブが、ＭＶ、ｋＶ及び体積コーンビームに
よって特定されるアイソセンタからどの程度オフセットされるかを決定する。
【００１０】
　治療室で使用するステレオカメラシステムのキャリブレーションが、治療装置のアイソ
センタを特定するための方法と一緒に開発された。ビジョンＲＴ患者監視システムを較正
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するために使用されるキャリブレーション技術が、米国特許第７，３４８，９７４号及び
米国特許第７，８８９，９０６号に記載されている。
　米国特許第７，３４８，９７４号及び米国特許第７，８８９，９０６号に記載されるよ
うに、キャリブレーション・シートは、アルミニウム又は鋼等の平坦な剛性材料から構成
された４０＊４０センチメートル（ｃｍ）のシートを含み、このシートの表面上の既知の
位置に、２０＊２０の円のマトリックスを明らかにするパターンが設けられる。また、キ
ャリブレーション・シートの中心に向けて、４つの小さなマーカーが、４つの円に隣接し
ており、その中心は、既知のサイズの正方形の４つのコーナー部を一緒に特定する。
【００１１】
　キャリブレーション・シートの画像を取得し且つ処理して、画像中の４つのマーカー及
びそれらに関連する円の位置を画像内で特定する。画像中のマーカーで特定された円の相
対位置から、キャリブレーション・シート及び画像を取得するカメラの相対的な向きに起
因して生じる、画像内の平行四辺形のコーナー部を規定する特定された円の推定中心を考
慮する射影変換が、決定される。次に、計算された変換が、特定された円のそれぞれに順
番に適用され、円の楕円形状を変換する。次に、４つの円の中心位置のより正確な推定値
は、変換された円の中心を特定し、逆変換を利用して推定された円中心の対応する位置を
元の画像で測定することによって、決定される。
【００１２】
　キャリブレーション・シート上の円の表現それぞれの全ての中心の座標をある画像につ
いて計算した場合に、次に、異なるカメラの相対的な向きは、画像におけるこれらの点の
相対位置及びキャリブレーション・シートの表面上のこれらの円の既知の相対位置から計
算することができ、その計算方法は、Roger　Tsaiの”A　Versatile　Camera　Calibrati
on　Technique　for　High-Accuracy　3D　Machine　Vision　Metrology　Using　Off　t
he　Shelf　TV　Cameras　and　Lenses”という標題で、IEEE　Journal　of　Robotics　
and　Automation,　Vol.　Ra-3,　No.4,　August　1987に詳しく説明されている。さらに
、個々の画像内の点の相対位置から、カメラ画像内の焦点距離及び半径方向の歪み等のカ
メラの内部パラメータも決定することができる。
【００１３】
　ステレオカメラの位置、及びカメラの画像内に存在する任意の半径方向の歪みを決定す
ることによって、次に、治療装置のアイソセンタに対するカメラの位置付けが決定される
。これは、キューブの外観上のマークをアイソセンタで交差するレーザ十字線の投影と一
致させるによって示されるように、治療装置上のある位置に位置付けされた既知のサイズ
のキャリブレーション・キューブをその治療装置のアイソセンタにおける中心で撮像する
ことにより達成される。
【００１４】
　キャリブレーション・キューブの画像は、カメラの相対位置について以前に取得された
測定値及び画像中に存在する任意の歪みの有無についてのデータを利用して処理され、キ
ューブの表面の３Ｄコンピュータモデルを生成する。キューブは、既知の寸法を有してお
り、且つ既知の位置で、レーザ十字線で示されるように治療装置のアイソセンタに対して
既知の向きにあるので、生成された３Ｄモデルと、キャリブレーション・キューブのサイ
ズ及び位置についての既知のパラメータとの比較によって、モデリングソフトウェアの座
標系で行われた測定値を、治療アイソセンタに対する治療室での実世界の測定値に変換す
ることが可能になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　放射線治療装置と共に使用するためのステレオカメラシステムを較正する従来の手法は
、非常に正確であるが、精度の更なる向上が所望されている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
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　本発明の一態様によれば、放射線治療装置と共に使用するためのステレオカメラシステ
ムを較正するキャリブレーション方法が提供される。
　この方法では、最初に、キャリブレーションファントムは、放射線治療装置のアイソセ
ンタに対する推定位置に、ファントムの中心を位置付けする。次に、キャリブレーション
ファントムが、放射線治療装置を用いて照射される。次に、キャリブレーションファント
ムの中心と放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置が、キャリブレーションファント
ムの照射の画像を解析することによって、決定される。その後、キャリブレーションファ
ントムは、キャリブレーションファントムの中心と放射線治療装置のアイソセンタとの決
定された相対位置に対応するオフセットをキャリブレーションファントムに適用すること
によって、再位置付けされる。次に、ステレオカメラシステムは、オフセットが適用され
た再配置されたキャリブレーションファントムの画像を取得するために進み、これらの画
像を処理して、放射線治療装置のアイソセンタに対するステレオカメラシステムの相対的
な座標系を設定する。
　このようにして、ステレオカメラシステムの座標系が、キャリブレーションファントム
の位置付けに基づいて直接的に確立され、ここでキャリブレーションファントムの位置は
、治療装置のアイソセンタの決定に直接的にリンク付けされる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、ステレオカメラシステムをさらに利用して、キャリブレーシ
ョンファントムの再位置付けを監視してもよい。これは、再配置されたキャリブレーショ
ンファントムの画像を処理するステップと、再位置付けされたキャリブレーションファン
トムの表面の生成された３Ｄコンピュータモデルを、治療装置のアイソセンタに位置付け
されたキャリブレーションファントムの予想される表面の３Ｄコンピュータモデルと比較
するステップを含み得る。
　このような実施形態では、治療装置のアイソセンタに位置付けされたキャリブレーショ
ンファントムの予想される表面の３Ｄコンピュータモデルは、キャリブレーションファン
トムの表面の保存された３Ｄコンピュータモデルを含んでもよい。
【００１８】
　あるいはまた、ステレオカメラシステムを利用して、治療装置のアイソセンタに位置付
けされたキャリブレーションファントムの予想される表面の３Ｄコンピュータモデルを生
成してもよい。このようなシステムでは、最初に、ファントムの表面のモデルが、放射線
治療装置のアイソセンタの推定位置に位置付けされたキャリブレーションファントムの画
像を処理することによって生成される。次に、キャリブレーションファントムの予想され
る表面のモデルは、キャリブレーションファントムの中心と放射線治療装置のアイソセン
タとの決定された相対位置に対応するオフセットを、生成されたモデルに適用することに
よって、生成してもよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、キャリブレーションファントムは、機械式カウチの上に配置
されることにより、治療装置のアイソセンタの推定位置に位置付けしてもよい。このよう
な実施形態では、キャリブレーションファントムを再配置するステップは、機械式カウチ
に命令を与えることによって、キャリブレーションファントムの中心と放射線治療装置の
アイソセンタとの決定された相対位置に対応するオフセットだけ、キャリブレーションフ
ァントムの現在の位置をオフセットすることによって、達成することができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、キャリブレーションファントムを平準化するために、調節可
能なテーブルを使用してもよい。調節可能なテーブルを、機械式カウチの表面上に配置し
てもよい。このような実施形態では、調節可能なテーブルを平準化して、キャリブレーシ
ョンファントムを調節可能なテーブルの上に固定し、それによってキャリブレーションフ
ァントムを平準化してもよい。このような実施形態では、調節可能なテーブルは、調節可
能なテーブルを調整することによりキャリブレーションファントムを容易に平準化する水
準器を含んでもよい。



(8) JP 6284635 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

【００２１】
　特許請求の範囲に記載される本発明の実施形態では、キャリブレーションファントムは
、１つ又は複数のキャリブレーションターゲットを含むキャリブレーションファントムを
有してもよい。キャリブレーションファントムに複数のキャリブレーションターゲットが
含まれる実施形態では、好ましくは、キャリブレーションターゲットは、照射されたファ
ントムの画像の解析を支援するように、キャリブレーションファントム内に非対称に配置
される。
　キャリブレーションファントムの照射画像を解析するステップは、複数の異なる位置に
ある治療装置で照射された、照射されたキャリブレーションファントムの画像中の１つ又
は複数のターゲットの位置を比較することにより、キャリブレーションファントムの中心
と放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステップを含んでもよい。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、キャリブレーションファントムの再配置を反復的に行っても
よい。つまり、キャリブレーションファントムを再配置することによって、再配置された
キャリブレーションファントムが照射され、その新しい位置で画像形成することができる
ということである。次に、再配置されたキャリブレーションファントムの中心と放射線治
療装置のアイソセンタの相対位置は、再配置されたキャリブレーションファントムの照射
画像を解析することによって決定することができる。その後、キャリブレーションファン
トムは、再配置されたキャリブレーションファントムの中心と放射線治療装置のアイソセ
ンタとの決定された相対位置に対応するオフセットを、再配置されたキャリブレーション
ファントムに適用することによって、さらに再配置してもよい。次に、ステレオカメラシ
ステムの座標系は、キャリブレーションファントムの取得した画像を再配置するように処
理することによって、設定してもよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、複数のキャリブレーションファントムを使用してもよい。よ
り具体的には、治療装置のアイソセンタの位置の初期推定値は、第１のキャリブレーショ
ンファントムを照射し、この照射されたキャリブレーションファントムの画像の解析に基
づいて、キャリブレーションファントムを位置付けすることによって、取得することがで
きる。次に、第１のキャリブレーションファントムを交換することができ、更なる位置調
整が、第２のキャリブレーションファントムを利用して決定することができる。
【００２４】
　このようなシステムでは、最初に、複数のキャリブレーションターゲットを含む第１の
ファントムを使用することができる。このようなターゲットがキャリブレーションファン
トムのボディ内で非対称に配置される場合に、照射されたファントムの画像を処理するこ
とによって、ファントムの中心を治療装置のアイソセンタと一致するように位置付けする
ための並進及び回転を特定することができる。そのようにすることによって、微調整は、
キャリブレーションファントムの中心に位置付けされた単一の小さなターゲットを含む第
２のキャリブレーションファントムの使用に基づくことができ、それによって、精度が向
上する。
【００２５】
　本発明の別の態様によれば、放射線治療装置と共に使用するためのステレオカメラシス
テムを較正するキャリブレーション方法が提供される。この方法は：放射線治療装置のア
イソセンタの推定位置にキャリブレーションファントムのファントムの中心を位置付けす
るステップと；ステレオカメラシステムを利用してファントムの画像を取得するステップ
、及びこれらの画像を処理して、ファントムの表面の３Ｄコンピュータモデルを生成する
ステップと；放射線治療装置を用いて、キャリブレーションファントムを照射するステッ
プ、及びキャリブレーションファントムの照射画像を解析することによって、キャリブレ
ーションファントムの中心と放射線治療装置のアイソセンタとの相対位置を決定するステ
ップと；キャリブレーションファントムの中心と放射線治療装置のアイソセンタとの決定
された相対位置及びモデル化されたファントムの中心の決定された位置に基づいて、ステ
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レオカメラシステムの座標系を設定するステップと；を含む。
【００２６】
　このような実施形態では、ステレオカメラシステムの座標系を設定するステップは、３
Ｄコンピュータモデルの座標系の現在の原点に対するモデル化されたファントムの中心の
位置を決定するステップと；３Ｄコンピュータモデルの座標系の現在の原点をモデル化さ
れたファントムの中心の決定された位置と一致させるために必要な変換、及びキャリブレ
ーションファントムの中心の位置を放射線治療装置のアイソセンタと一致させるために必
要な変換の和によって、３Ｄコンピュータモデルの座標系を調整するステップと；を含ん
でもよい。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、３Ｄコンピュータモデル座標系の現在の原点をモデル化され
たファントムの中心の決定された位置と一致させるために必要な変換の決定は、キャリブ
レーションファントムの中心と一致するキャリブレーションモデルの中心と一緒にファン
トムキャリブレーションの表面の３Ｄコンピュータモデルを保存するステップと；ステレ
オカメラによって取得された画像に基づいて生成されたファントムのモデル化された表面
を保存されたモデルと比較することに基づいて、３Ｄコンピュータモデルの座標系の現在
の原点を、モデル化されたファントムの中心の決定された位置に一致させるために必要な
変換を決定するステップと；によって、決定することができる。
　上述したキャリブレーションのシステムは、放射線治療装置と共に使用するためのステ
レオカメラシステムを較正するための従来のシステムに対して多くの利点を有している。
【００２８】
　従来、治療装置のアイソセンタは、Winston　Lutzによって示唆されるような手法を用
いて確立されていた。次に、その位置は、通常、レーザ光の交差面が特定されたアイソセ
ンタに一致するようにレーザシステムを用いてマークされ、その後、レーザ光システムを
利用して、ステレオカメラシステムを較正するためのキャリブレーション・キューブを位
置付けする。しかしながら、レーザ光システムの使用は、キャリブレーションに更なる誤
差を導入し、従って患者位置付けシステムの精度に誤差を導入する可能性を含む。さらに
、レーザ光システムの使用はまた、レーザ光によって特定される治療装置のアイソセンタ
の精度を繰り返しチェックし、この精度が時間経過とともに変化する場合に確認しなけれ
ばならないことを要求する。この代わりに、特許請求の範囲に記載された発明によれば、
ステレオカメラシステムのキャリブレーションは、レーザを用いたファントムの位置付け
に依存することなく、キャリブレーションファントムを画像化する及び照射することによ
って直接的に達成される。この両方によって、キャリブレーションの精度が向上し、また
、アイソセンタの位置を長期間に亘って正確に特定するように位置付け用レーザを較正す
る必要性が回避される。
　本発明の更なる詳細が、以下の詳細な説明及び図面を参照して明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】ステレオカメラシステム及び治療装置の概略斜視図である。
【図２】本発明に係るステレオカメラシステムを較正するキャリブレーション方法を示す
フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１は、治療システムの概略斜視図である。この治療システムは、配線（図示せず）に
よってコンピュータ１２に接続されるステレオカメラ１０のセットを含む。コンピュータ
１２は、放射線療法を適用するための線形加速器等の治療装置１４にも接続される。機械
式カウチ（診察用椅子）１６が、治療装置の一部として設けられる。治療装置１４及び機
械式カウチ１６は、コンピュータ１２の制御下で、カウチに隣接する矢印によって図面に
示されるように、機械式カウチ１６と治療装置１４との相対位置を横方向、垂直方向、縦
方向及び回転方向に変更できるように配置されている。さらに、治療装置１４は、図中の
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装置の中央の矢印によって示されるように、軸線の周りを回転することもできる。
【００３１】
　コンピュータ１２は、ステレオカメラ１０によって取得した画像を処理して、機械式カ
ウチ１６に横たわっている対象物及び人の表面の３Ｄワイヤーメッシュ・コンピュータモ
デルを生成するように構成される。適切に較正されたときに、カウチ１６に横たわってい
る患者の表面を治療の計画段階の間に生成された同じ患者の基準面と比較することによっ
て、コンピュータ１２が、これら２つの表面同士の間の差を最小化するように、これら表
面を一致させるような変換を決定し、機械式カウチ１６を再位置付けするための命令セッ
トを生成することを可能にする。再位置付けしたときに、患者が治療計画を決定するため
に使用した位置と同じ位置にあるという認識で、治療装置１４を用いて患者を治療するこ
とができる。
【００３２】
　放射線療法の適用及び患者の位置付けにおける誤差を最小化するために、ステレオカメ
ラシステム１０及びコンピュータ１２を、最も高い精度で較正することが不可欠である。
特に、患者の表面の３Ｄワイヤーメッシュモデルを生成するために使用した座標系を、治
療装置１４のアイソセンタと機械式カウチ１６の動作の軸線との両方で一致させることが
不可欠である。殆どの実施形態では、治療装置１４のアイソセンタは、モデリングシステ
ムのゼロ座標の位置になり、モデリングシステムの座標系の軸は、機械式カウチ１６の運
動の軸線（すなわち、運動の横方向、垂直方向、及び水平方向の軸線）に対応するように
選択される。次に、これは、機械式カウチ１６に命令を与えてこの機械式カウチを、治療
装置１４を用いて治療を受ける患者の位置と一致するように再配置することで、モデル空
間におけるモデル表面同士を一致させるような変換の変更を簡素化する。
【００３３】
　図２は、図１の治療システムを較正するキャリブレーション方法を示すフロー図である
。
　システムを較正するために、最初に、ステレオカメラシステム１０内のステレオカメラ
の相対位置が、米国特許第７，３４８，９７４号及び米国特許第７，８８９，９０６号に
記載されるように、キャリブレーション・シートを画像化することによって決定される（
ｓ１）。つまり、アルミニウム又は鋼等の材料から構成される７０＊７０ｃｍのシート等
の平坦な剛性キャリブレーション・シートが、機械式カウチの上に配置され、ステレオカ
メラ１０で画像化されるが、そのキャリブレーション・シートには、シートの表面上の既
知の位置に円のマトリックスを表すパターンが存在する。円のパターンに加えて、このシ
ート上には、４つの小さなマーカーが４つの円に隣接して存在し、これらの中心が、一緒
に既知のサイズの四角形の４つのコーナー部を特定する。
【００３４】
　次に、カメラによって取得したシートの画像をコンピュータ１２によって処理して、こ
れらの画像中の４つのマーカーの位置を画像内で特定する。画像内のマーカーによって特
定される円の相対位置から、画像毎に、特定された円の推定中心を考慮する第１の射影変
換が決定され、その推定中心は、キャリブレーション・シート及び画像を取得するカメラ
の相対的な向き（姿勢）に起因して生じるような歪んで射影された正方形のコーナー部を
画像内に規定する。
　次に、計算した変換を利用して、マーカーによって特定された円それぞれについて推定
された三次元座標の中心を決定する。その後、これらの計算された座標によって、画像が
取得された位置に対するキャリブレーション・シートの表面に対応する平面について推定
位置及び向きを特定する。
【００３５】
　次に、カメラ１０で取得した画像中の各ピクセルを順番に処理して、円の中心の推定さ
れた位置を含む平面内で、各ピクセルがどの位置に対応しているかを決定する。その後、
推定された円の中心を順番に処理して、計算された平面内の各円の中心から所定の距離内
に位置する点に対応する画像内のピクセルを特定する。次に、各セット内の各画素につい
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てのグレースケール値を利用して、円の中心の座標の改善された推定値を決定する。各画
素がセット内で表す、キャリブレーション・シートの表面を含む推定平面内の点の位置に
ついてのｘ及びｙ座標が決定される。次に、これらの計算されたｘ及びｙ座標を利用し、
以下の式を用いて、円の中心のｘ，ｙ座標の改善された推定値を推定する。
【数１】

　ここで、Σｇは、特定の円の中心について特定されたセット内の全ての画素値の和であ
り、Σｇｘは、それらの画素についてｘ座標を乗じた画素のグレースケール画素値の和で
あり、Σｇｙは、それらの画素についてｙ座標を乗じた画素のグレースケール画素値の和
である。ここで、円の色は、高いグレースケール値に関連付けられており、キャリブレー
ション・シートに対応する背景の色は、低いグレースケール値に関連付けられている。
【００３６】
　次に、新たに推定された円の中心に対応する画像内の点の座標をこれらのｘ，ｙ座標か
ら決定し、その後、マークされた円の中心のこれらの更新された推定値を利用して、キャ
リブレーション・シートの位置及び向きを考慮するために、より正確に推定された変換を
決定する。次に、上述した手順は、実際の円の中心位置の正確な推定が行われ、キャリブ
レーション・シートの相対的な向きを考慮するために必要な真の変換が決定されるまで、
繰り返すことができる。
【００３７】
　最終的に決定された変換を使用して、次に、画像に現れるシート上の全ての円の予想さ
れる位置を計算して、その後、推定された円の中心それぞれの近傍での画像の部分を、上
述したように、同じ方法で個別に処理する。円のそれぞれについて、円の中心に対して予
め設定された距離内の点に対応する画素のセットを特定して、次に、改善された円の中心
座標を、上述したように、グレースケール値及び座標値を用いて計算する。
【００３８】
　キャリブレーション・シート上の円それぞれの表現の全ての中心の座標を、ある画像に
ついて計算したときに、ステレオカメラシステム１０内の異なるカメラの相対的な向きを
、画像内のこれらの点の相対位置及びキャリブレーション・シートの表面上のこれらの円
の既知の相対位置から計算することができ、この詳細は、Roger　Tsaiの”A　Versatile
　Camera　Calibration　Technique　for　High-Accuracy　3D　Machine　Vision　Metro
logy　Using　Off　the　Shelf　TV　Cameras　and　Lenses”という標題で、IEEE　Jour
nal　of　Robotics　and　Automation,　Vol.　Ra-3,　No.4,　August　1987に記載され
ている。さらに個々の画像内の点の相対位置から、カメラ画像内の焦点距離及び半径方向
の歪み等のカメラの内部パラメータも決定することができる。
【００３９】
　従ってこの初期のキャリブレーションステップを実行することによって、コンピュータ
１２には、このコンピュータが、ステレオカメラシステム１０によって取得された立体画
像を、撮像された対象物の表面の３Ｄコンピュータワイヤーメッシュモデルに変換するの
を可能にするデータが供給される。また、初期キャリブレーションを既知の寸法のキャリ
ブレーション・シートに対して実行するので、コンピュータには、コンピュータモデルに
おける距離と実世界の測定値との間の関係を特定するデータも供給される。しかしながら
、この段階では、コンピュータ１２が、そのような測定値を治療室のアイソセンタの位置
に又は機械式カウチの運動の軸線に関連付けるような手段が存在していない。
【００４０】
　ステレオカメラシステム１０のカメラの相対位置及び関連する内部パラメータを決定す
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ることによって、次に、キャリブレーションファントム１８が、治療室の推定されたアイ
ソセンタに配置される（ｓ２）。この実施形態では、ファントム１８は、水に相当する放
射線減衰を有する低密度材料及びヒト組織の放射線減衰に相当する密度の既知の大きさの
機械加工されたキューブを含む。この実施形態では、これは、機械加工されたポリスチレ
ンキューブのファントム１８によって達成され、そのキューブは、ステレオカメラシステ
ム１０によって画像化するための最適なイメージを提供するようにペイントされたキュー
ブの表面仕上げを含む。他の実施形態では、他の材料を使用してもよい。しかしながら、
いずれの実施形態でも、使用される材料は、ｋＶ、ステレオＸ線、ＭＶ等の画像化技術又
はポータルイメージング、コーンビームＣＴ、従来の軸線方向ＣＴ及びヘリカルＣＴを使
用して画像化を容易にするように選択すべきである。
【００４１】
　ターゲットの既知の非対称配置が、ファントム１８のボディ内に固定した向きで設けら
れる。これらのターゲットは、小さな金属又はセラミックのボールを含んでもよい。ボー
ルは、鋼、チタン又はタングステンから形成してもよく、又はセラミック材料から形成し
てもよく、或いはファントムを画像化したときに、ファントム１８のボディを形成する材
料に対して良好なコントラストを提供する任意の他の材料から形成してもよい。最も好適
な材料は、良好な放射線安定性を有する材料であり、この材料は、実質的な変化を受ける
前に相当な放射線量に耐えることができ、ここでファントム１８のボディ内に設けられた
ターゲットの相対密度及び放射線減衰が、ファントム１８の後続のイメージングを支援す
るように選択される。任意のファントム１８は、ターゲットの非対称性によって、ファン
トム１８の向きをファントム１８の画像から決定するのを可能にする、また既に既知なら
ば、治療の座標系に対するファントム１８の向きを決定又は確認するのを可能にするよう
に、ターゲットの非対称な配置を含むことが好ましい。
【００４２】
　撮像ターゲットの非対称配置を含む適切なファントム１８は、固有のパターンで向き合
わせされた５つの内部エアポケットを含む１６ｃｍサイズのアクリル製キューブで構成さ
れるペンタガイド(Penta-Guide)ファントム（Modus　Medical　Devices、ロンドンオンタ
リオ州、カナダ）を含むであろう。
　ファントム１８は、機械式カウチ１６に取り付けられた調節可能なテーブル２０の上に
置かれることにより、アイソセンタの推定位置に配置される。調節可能なテーブル２０は
、ファントム１８の位置を機械式カウチ１６上に固定することに加えて、ファントムの向
きについて微調整を行うことができるような調節可能な脚を有するように配置される。こ
れは、典型的な機械式カウチ１６の運動の軸線が、回転及び横方向、垂直方向及び水平方
向の運動に制限され、従って、機械式カウチ１６の運動が、例えばピッチ、ロールでのみ
略変化するので、望ましい。いくつかの実施形態では、調節可能なテーブル２０は、テー
ブル２０、従ってファントム１８が水平である場合にユーザに表示を示す水準器を含むこ
とができる。
【００４３】
　潜在的なＸ線／光子ビーム散乱によって放射線画像の品質に影響を与えないように、調
節可能なテーブル２０は、低密度／Ｘ線減衰を有する材料から構成される。またこの実施
形態では、テーブル２０は、ファントム１８を照射したときに取得された放射線画像の品
質に悪影響を与えないように、垂直方向の治療ビームの経路内に開口を有する。
　いくつかの実施形態では、調節可能なテーブル２０は、機械式カウチ１６の表面に対し
て複数の固定位置及び固定した向きで機械式カウチ１６にのみ取り付けられるように配置
することができる。同様に、調節可能なテーブル２０は、ファントム１８が１つ又は複数
の固定した向きでテーブル２０にのみ配置されるように構成することもできる。従って、
例えば、調節可能なテーブル２０は、ファントム１８を特定の向きで受容するための凹部
を含んでもよい。調節可能なテーブル２０を機械式カウチ１６に取り付けることと、ファ
ントム１８の位置及び向きを調節可能なテーブル２０に対して固定することとによって、
ファントムの位置付け及び向きを治療室のアイソセンタ及び座標系に対して固定するのが
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支援される。いずれにしても、調整テーブル２０は、機械式カウチ１６の表面上をスリッ
プ又は移動しないように構成すべきである。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、調節可能なテーブルには、ファントムを横方向に、縦方向に
、及び垂直方向に正確に移動させるためのマイクロ位置付けツールを組み込むことができ
る。このような位置付けツールの利点は、再配置がカウチ１６全体ではなくファントムの
移動のみを伴うので、機械式カウチ１６ではなく、このツールを使用して、ファントムの
位置について微修正を容易に行えるということである。
　いくつかの実施形態では、このようなツールが組み込まれたファントムを、別個のファ
ントム１８及び調節可能なテーブル２０の代わりに利用してもよい。このようなファント
ムの例は、組織等価材料に埋め込まれた５つのマーカーで構成されたVarian　Exact　T　
Look-Bar　(MedTec、オレンジシティ、アイオワ州、米国）であり、これは、マイクロメ
ータツールが組み込まれたカムロック機構を介してカウチの上に装着可能である。
【００４５】
　治療室の推定されたアイソセンタのその中心点にファントム１８を位置付けし、且つ必
要に応じて、調節可能なテーブル２０の脚を調整することによりファントム１８を平準化
することによって、ファントム１８の画像が、ステレオカメラ１０を使用して取得される
（ｓ３）。次に、コンピュータ１２によって、これらの画像を、ステレオカメラシステム
１０のカメラの相対位置及び内部パラメータに関して以前に取得された情報を使用して処
理し、ファントム１８の表面の３Ｄコンピュータモデルを現在の３Ｄモデル空間内に形成
する。
【００４６】
　次に、ファントム１８が、治療装置１４を用いて様々な角度から照射され（ｓ４）、投
影放射の画像は、ファントム１８を照射する治療装置１４のガントリヘッドの反対側の固
定点に配置されたデジタルカメラ２２を用いて、従来のWinston-Lutz試験と同様に、従来
の方法で取得される。治療装置１４のガントリヘッドを異なる位置に向き合わせしたとき
に、デジタルカメラ２２によって取得された画像は、その後、コンピュータ１２によって
従来の方法で処理され、画像内のファントム１８の外観と特にファントム１８内に含まれ
るターゲットの影との間の差から決定され、ファントム１８がアイソセンタに正確に配置
されていると仮定して、ファントム内のターゲットの影の予想される位置と比較する。こ
の処理から、コンピュータ１２は、ファントムの中心が治療装置１４の真のアイソセンタ
からオフセットされる度合を決定する。
【００４７】
　次に、コンピュータ１２は、決定されたオフセットをファントム１８のモデル化された
表面に適用するように進み（ｓ５）、ファントム１８の正確な位置付けのための基準面を
生成する。このようにすることによって、コンピュータによって、機械式カウチ１６に命
令を与えて、ファントム１８を真のアイソセンタの位置に再配置させるように、そのカウ
チ自体を横方向に、垂直方向に、縦方向に及び回転方向に再位置付けする。イメージング
する前にファントム１８が正確に平準化されている場合には、ファントム１８の正確な再
整列は、純粋に、横方向、垂直方向、縦方向及び回転方向の変換によって達成すべきであ
る。
【００４８】
　ファントム１８を再位置付けする際に、ファントム１８の位置が、コンピュータ１２を
含むステレオカメラシステム１０を使用して監視され（ｓ６）、このコンピュータは、フ
ァントム１８の画像を処理して、そのファントムの位置が再位置付けされるように、ファ
ントム１８の表面のワイヤーメッシュモデルを生成する。視覚的なフィードバックエラー
をそのまま提供するために、モデル化された表面と、ファントム１８を真のアイソセンタ
に再配置するためにオフセットが必要な元の表面との間の差異を、コンピュータ１２の画
面上に表示することができる。
【００４９】
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　ファントム１８の運動を監視することによって、機械式カウチ１６の座標系の軸に対応
するワイヤーメッシュモデルを生成するために使用される座標系の軸を確認するための機
会が提供される。より具体的には、デジタルカメラ２２によって取得した画像を解析する
ことによって、ファントム１８を治療室の真のアイソセンタに再位置付けするためのオフ
セットが提供される。機械式カウチ１６に命令を与えてこのオフセットに対応する方法で
ファントム１８を再位置付けすることによって、ファントム１８を正確に位置付けするよ
うな対応する動きがもたらされる。また、カウチ１６を再位置付けすることによるファン
トム１８の運動は、ステレオカメラシステム１０によって監視されるように、ファントム
１８の表面の等価の再配置に対応させる必要がある。さらに、ファントム１８の表面のこ
の監視によって、ファントム１８が機械式カウチ１６によって再位置付けされた後に、調
節可能なテーブル２０を調整することによって実現されるような、ファントム１８の位置
及び向きについての更なる微調整の存在を強調することができる。
【００５０】
　ファントム１８がアイソセンタの推定位置においてその中心点に配置された場合に、ス
テレオカメラシステム１０は、次に、ステレオカメラシステム１０のカメラの既知の相対
位置と一緒に、既知の位置にある既知の寸法のファントム１８の画像を使用して、アイソ
センタの実際の位置に対してコンピュータ１２によって生成された３Ｄ表面モデルの座標
系を較正することができる。これは、典型的には、コンピュータモデルの座標系の原点が
その新たな位置でファントム１８のモデル化された表面から決定されるようなファントム
１８の中心と一致するように、コンピュータモデルの座標系を再規定することによって実
現される。
【００５１】
　本発明の実施形態では、アイソセンタに対するファントム１８の相対位置について更な
る確認を取ることが所望される場合に、ステップｓ３－ｓ６を繰り返すことができる。つ
まり、デジタルカメラ２２により取得した画像に基づいて機械式カウチ１６を再配置した
後であって、ステレオカメラシステム１０を使用してファントム１８を正確に再配置した
ことを監視した後に、再位置付けしたファントム１８を再照射することができ、再照射さ
れたファントム１８の更なる画像は、次に、ファントム１８が実際にアイソセンタに位置
していることを確認するために取得され、アイソセンタに位置していない場合に、ファン
トム１８の位置の更なる調整が行われる。
【００５２】
　２回目の反復で更なる精度を得るには、単一のターゲットを含むファントム１８を利用
することができ、ここでファントム１８は、既知の寸法のキューブを含み、このキューブ
には、単一の球状ターゲットが埋め込まれており、この球は、キューブの中心に位置する
。次に、このようなファントム１８を画像化することができ、ファントムを照射したとき
に、デジタルカメラ２２によって取得した画像の解析に基づいて調整が行われる。このよ
うなファントム１８の利点は、ターゲットの球を非常に小さくすることができ、それによ
ってアイソセンタをより正確に位置付けするのを支援できることである。このようなファ
ントム１８の欠点は、単一のターゲット球のみが存在する場合に、取得したファントム１
８の画像が、ファントム１８が非対称配置のターゲットを含む場合に導出されるようなフ
ァントム１８の向きに関する情報が不足していることである。
【００５３】
　組織等価材料内に埋め込まれた１つの２ｍｍの中央放射線不透過マーカーを構成する適
切な試験ファントムは、Varianキューブ（Varian　Medical　Systems、パロアルト、カリ
フォルニア州、米国）であろう。
　複数のファントム１８を利用する実施形態では、単一の向きにファントム１８の取り付
けを可能にする調節可能なテーブル２０を使用することが有利である。このようなシステ
ムでは、最初に、複数のターゲットを含むファントム１８を使用して、治療装置のアイソ
センタの位置を特定することができる。複数のターゲットファントムを使用することは、
ターゲット球の非対称配置が明らかであるので、デジタルカメラ２２により取得した画像
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に表示される際に、ファントム１８の向きを決定することが可能であるという利点を有す
る。そのように実施し、画像の分析に基づいてファントム１８を再位置付けすることによ
って、次に、複数のターゲットファントム１８を、単一のターゲットファントム１８に置
き換えることができ、最終的な微調整を、単一のターゲットファントムを使用するキャリ
ブレーションに対して行うことができる。ファントム１８を変更する場合に、ステレオカ
メラシステム１０を利用して、ファントム１８を交換した時に位置に変化が生じないこと
を確実にすることができる。このような実施形態では、個々のファントム１８を互いに容
易に区別するような方法（例えば、色分け）で、複数のファントム１８をマークすること
ができれば、それは有益であろう。
【００５４】
　上述した実施形態では、カメラシステムのキャリブレーションについて、治療室のアイ
ソセンタに配置されたファントム１８の画像化に基づいて説明してきた。いくつかの実施
形態では、キャリブレーションは、ファントム１８を物理的に再配置することなく達成で
きることを理解されたい。より具体的には、説明したように、ファントム１８は、アイソ
センタの推定位置に配置され、ステレオカメラシステム１８を用いて画像化することがで
き、その後、デジタルカメラ２２を用いて取得された画像で照射される。次に、デジタル
カメラ２２によって取得した画像を処理して、治療室の実際のアイソセンタに対するファ
ントムのオフセットを決定することができる。同様に、ステレオカメラシステム１０によ
って取得したファントム１８の画像を処理して、その現在の位置にファントムの３Ｄコン
ピュータモデルを生成することができる。次に、ステレオカメラ１０の座標系の調整は、
３Ｄモデルを処理することによって計算された変換を加算することによって計算され、フ
ァントム１８のモデルの中心を、デジタルカメラ２２によって取得した画像を処理するこ
とによって決定されるようなオフセット及びコンピュータモデルの座標軸の原点に再配置
することができる。

【図１】 【図２】
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